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※重要路線沿線の整備基準についてはＰ９をご覧ください。

富士市役所

周辺地区
富士中部地区

中央公園

富士市役所

●

中央図書館

●

富士総合庁舎

●

●

中央小学校

米之宮神社●

市立中央病院

●

●

ロゼシアター

●商工会議所

地　　　区

Ｃ地区

地区内全域

・屋上広告物　禁止

整　　備　　基　　準

・本地区内にある施設以外の施設のための案内図板等　禁止（ただし、公共性のあるものを除く）

・色彩指針に示す基準を指導基準とする

・広告塔の高さ　１０ｍ以下

Ｃ地区

Ｂ地区

Ａ地区

富士市斎場

●

新富士ＩＣ

●

地　　　区

Ｂ地区

地区内全域

整　　備　　基　　準

・本地区内にある施設以外の施設のための案内図板等　禁止（ただし、公共性のあるものを除く）

・色彩指針に示す基準を指導基準とする

・広告塔の高さ　１０ｍ以下

地　　　区

地区内全域 ・色彩指針に示す基準を指導基準とする

整　　備　　基　　準

富士駅

●

地　　　区

地区内全域

交流拠点地区
・自家広告物以外の広告物　禁止

・屋上広告物　禁止

整　　備　　基　　準

・一事業者の表示面積が１０～２０㎡のもの　設置等の際に届出（手数料は不要）

・色彩指針に示す基準を指導基準とする
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「青葉台小学校南地区計画」が変更となり、あわせて「都市計画道路左富士臨港線」の

道路端から３０ｍの区域において用途地域が、「第一種低層住居専用地域」から「第一種

中高層住居専用地域」となりました。

このことにより、「富士市屋外広告物条例」による規制地域が「第１種特別規制地域」か

ら「第２種特別規制地域」となりました。

しかし、周辺の環境を考慮し、同地区計画Ｂ地区の地区整備計画において、「屋外広告

物は、富士市屋外広告物条例で規定される第１種特別規制地域の許可基準に適合していな

ければならない。」としています。

このことから、同地区計画Ｂ地区を新たに屋外広告物条例第７条第１項による「景観形

成型広告整備地区」に指定し、地域の特性に応じ、特に良好な景観の形成を図ることが必

要な区域として、富士市屋外広告物条例に上乗せして規制の強化を行います。

「岩松北小学校周辺地区計画」の指定に伴い、良好な住宅地及び住宅地に配慮した沿道

工業地の形成を目指すため、同地区計画Ａ地区、Ｂ１地区及びＢ２地区を新たに屋外広告

物条例第７条第１項による「景観形成型広告整備地区」に指定し、地域の特性に応じ、特

に良好な景観の形成を図ることが必要な区域として、富士市屋外広告物条例に上乗せして

規制の強化を行います。
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■屋外広告物の基本方針

富士市屋外広告物条例に基づく規制区域のうち、国道469号線沿線の一部及び富士山ス

カイラインの沿線（全区間）が国立公園の区域となっています。市条例では第１種特別規

制地域となっていますが、自然公園法に基づく許可の基準のほうが厳しい基準となってい

ます。

国立公園の風致を維持するため、国立公園の区域内を、景観形成型広告整備地区に指定

し、富士市屋外広告物条例の許可の基準を、自然公園法の許可の基準に合わせることとし

●

中野保育園

●

富士見学園

大淵中学校
●

福祉キャンパスふじやま学園
●

●

大淵第一小学校

■屋外広告物の基本方針

富士山フロント工業団地地区計画により、富士山麓および駿河湾など周囲の自然環境と

調和した工場及び流通業務施設等に配慮した景観形成を保つため、屋外広告物については、

整備基準を示すことにより、景観形成の誘導を図ります。
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※富士山を望む方向の広告面：南から北に向かって移動する方向を中心に、左右90°の範囲で視認可能な広告面

新富士駅

●

富士市役所

●

中央小学校

●

●

富士総合庁舎
富士山こどもの国

●

●

大渕第二小学校 ●

丸火自然公園

※富士山を望む方向の広告面：南から北に向かって移動する方向を中心に、左右90°の範囲で視認可能な広告面

平成27年5月1日追加箇所
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明度

規制なし

色相

ＹＲ

Ｙ、ＧＹ、Ｇ、Ｒ、ＲＰ

ＢＧ、Ｂ、ＰＢ、Ｐ

Ｎ

適用部位

地色（１／２以上）

彩度

１０以下

８以下

６以下

（無彩色）

■屋外広告物の地色と表示色の考え方

屋外広告物の色彩は、屋外広告物の地色（ベースカラー）と表示色（アクセントカラー）に

分けて考えます。

地色は周囲の景観やまち並みにできるだけ調和するものとしますが、表示色は事業者が定め

ているカラーシステムを尊重していきます。

○地 色（ベースカラー） ・・・・広告物の地となっている最大の割合を占める色

○表示色（アクセントカラー）・・・文字やマークなど広告物を表示する色

地色に対して小さな面積の色

■地色の基準

地色（ベースカラー）は、地域色との調和を考慮して、派手な原色は避け、できる限り彩度

を低くしましょう。

地の目安として、彩度を下表の値以下とし、広告物の表示面積の2分の1以上の面積におい

て下表の色彩を使用することとしましょう。

※下線は推奨色相

■表示色の基準

表示色（アクセントカラー）は、事業者のカラーシステムの色や、小さな面積の文字などで

用いる鮮やかな色彩などで、上記基準外の色彩も使用可能とします。

また、蛍光塗料や金銀塗料は原則として使用しないようにしましょう。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

10

■屋外広告物の配色方法
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P7.富士山フロント工業団地地区

P3.第二東名IC周辺地区

P10.本市場大渕線

P6.岩松北小学校周辺地区

P4.富士駅前地区

P3.中央公園周辺地区

P9.富士見大通り

P8.国立公園

P9.国道469号

P5.青葉台小学校南地区

P4.富士見台住宅団地地区

P9.青葉通り

P2.新富士駅周辺地区

第2種特別規制地域
　　　　　　　　　　主要な道路・鉄道及びその沿線

官公署、学校、図書館、公会堂、美術館、体育館、病院及び公衆便所の敷地内

景観形成型広告整備地区規制図

凡　　例

第1種特別規制地域
　　　　　　　　　　第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

文化財・景観重要建造物等

第1種普通規制地域 　　　　　　　　　　

第2種普通規制地域 　　　　　　　　　　商業地域、近隣商業地域（容積率300%以上）

地区計画規制区域 　　　　　　　　　　新富士駅周辺、富士見台住宅団地　他

抑制地域 　　　　　　　　　　市街化区域以外で上記規制地域外の区域


